
札幌市平岸プール 所在地　札幌市豊平区平岸5条13丁目3-25

（利用申込方法）
○ 管理人に電話で申込を行ってください。　（玄関内のカレンダーに利用予定を記入しています）

　　　　管理人　工藤　みどり　　平岸5条12丁目3－23　　携帯：080－6078－6693
（ 上記地図の　　　の家 ）
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使用時間帯 A（3時間） B（5時間） C（5時間）
D（13時間）

＝全日使用＝

上　段 9:00～12:00 12:00～17:00 17:00～22:00 9:00～22:00

下　段 8:45～  11:45 12:00～16:45 17:00～21:45 8:45～22:00

300 500 500 1,300

33㎡（10畳） 会　　員 300 500 500 1,100

部　　外 600 1,000 1,000 2,200

営　　利 1,200 2,000 2,000 4,600

300 500 500 1,300

200 400 400 1,000

66㎡（20畳） 会　　員 600 1,000 1,000 2,300

・ストーブ1台 部　　外 1,200 2,000 2,000 4,600

・簡易型　　　　　　　　　　

　クーラー ２台

600 1,000 1,000 2,600

300 500 500 1,300

217.8㎡（66畳） 会　　員 1,200 2,000 2,000 4,600

・ストーブ 2台 部　　外 2,400 4,000 4,000 9,200

・簡易型　　　　　　　　　　

　クーラー ３台

　＊目安時間は、会場設営・片付・清掃（飲食の生ゴミ等の片付）等の時間を含みます。

      ２．飲食使用で出たゴミ（生ゴミ、缶、ペットボトル等）は、会館のゴミ箱に捨てず利用者が持ち帰る。

　 (注　意)

２

階

会

議

室

◎暖房料（使用時間帯を基準）

◎冷房料（使用時間帯を基準）

営　　利 4,800 8,000 8,000 18,400

＜使用時間帯について＞

・上段の使用時間帯（赤太文字）は、会議室使用料・暖房・冷房料の基準となる使用時間帯です。

　　１．使用時間帯（A～B又はＢ～Ｃ）をまたがる場合の使用料は、（A+B)又は（B+C）として計算する。

　　３.  使用後は、椅子・テーブル等を元に戻し清掃を行う。

　　4.　暖房料は、原則として11月１日～4月15日までの間に適用し、灯油価格等の変動により改定する場合

          がある。

　　５．冷房料は、原則として6月１5日～9月15日までの間に適用し、電気料の価格の変動により改定する

          場合がある。

　　７．閉館時間は２２時とし、延長は認めないので直ちに退館すること。

　　６．暖房・冷房は、使用期間外であっても利用者の申告により使用を認め、暖房料・冷房料を徴収する。
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◎暖房料（使用時間帯を基準）

・ストーブ１台

◎冷房料（使用時間帯を基準）

営　　利

平 岸 高 台 会 館 使 用 料 金 表（2026.6.15現在）　　　単 位 / 円

・下段の使用時間帯は、前・後の利用者が「速やかに入替えするための目安時間」です。
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各部屋の仕様
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○  次の団体・グループより令和7年度1年間通しての利用予約を戴いています。

　　1．「南平岸 おーい！げんき会」　毎月 第1～4木曜日 10:00～11:30 1階会議室

　　2．「平岸高台ちびっこひろば」　 毎月第3木曜日　　　　10：00～11：30　2階会議室

　　3．「KUMON平岸高台教室」　　毎週月・木曜日　　　　　12：00～21：00 2階会議室

　　4．「書峰社書道」　　　　　　　　　　毎週木曜日　　　　　　　14：00～19：00 1階会議室

　　5．「元気deモルッチャ」　　　　　毎週火曜日　　　　　　　13：00～15：00　1階会議室

　　6．「ジャイロ」　　　　　　　　　　　　毎週水曜日　　　　　　　10：00～11：30　1階会議室

　　7．「りんごの街」　　　　　　　　　　毎週金曜日　　　　　　　9：00～12：00　1階会議室
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